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令和７年度 半田市スポーツ協会総会 
日時 令和７年５月２３日（金）午後６時３０分から 

場所 魚太郎半田店 凛の間（大ホール） 

 

〔会議次第〕 

１．開会の辞 

２．定足数の確認 

３．市民憲章唱和 

４．会長あいさつ    

５．議長選出    

６．議案審議 

 

 第１号議案  

令和７年度及び令和８年度半田市スポーツ協会役員について(案)  
 

第２号議案  

令和６年度事業実施報告(案)及び収入支出決算(案)について 
 

《監査報告》 
 

 第３号議案 

 令和７年度事業計画(案)及び収入支出予算(案)について 

 

 第４号議案 

 半田市スポーツ協会星野基金運用規程の一部改正について(案) 

 

７．来賓祝辞 

８．閉会の辞 



〔第１号議案〕

令和７・８年度半田市スポーツ協会役員について（案）

氏　名 所　属

1 顧問 久世　孝宏 半田市長

2 杉田　市朗

3 石川　正彦

4 蟹江　正行

5 榊原　卓三

6 石川　　勉

7 会長 江端　　要 半田市卓球協会

8 総合体育館建設検討部会長 水野　　節 半田市バスケットボール協会

9 森田　知幸 半田市教育委員会事務局教育部長

10 理事長 加藤　博吏 半田柔道会

11 副理事長 松井　良親 半田テニス協会

12 企画・広報部会長 榎戸　大介 半田市弓道協会

13 財政部会長 関　　正樹 愛知県軟式野球連盟半田支部

14 岩田　洋子 半田市スポーツ少年団

15 総合体育館建設検討部会 新美　保博 半田サッカー協会

16 木之本達明 半田柔道会

17 総合体育館建設検討部会 柴田　俊範 半田市卓球協会

18 筒井　倫雄 半田テニス協会

19 高木　勝弘 半田市水泳協会

20 岸野  　滋 半田市カローリング協会

21 総合体育館建設検討部会 榊原　基哲 半田市バレーボール協会

22 八田　定丸 半田市陸上競技協会

23 服部　正典 半田市空手道連盟

24 澤田須美子 半田市グラウンド・ゴルフ協会

25 総合体育館建設検討部会 坂元　照幸 半田市バスケットボール協会

26 総合体育館建設検討部会 （新） 森川　昭仁 半田市剣道連盟

27 （新） 加藤　明弘 半田市ソフトテニス連盟

28 （新） 有田　　徹 半田市ソフトボール協会

29 総合体育館建設検討部会 （新） 田村　悦子 半田市小中学校校長会

30 竹内　昌夫 半田市ソフトバレーボール連盟

31 杉田　　功 半田市ハンドボール協会

32 林　　　茂 半田市ソフトテニス連盟

33 竹内　　正 半田市ゲートボール協会

34 髙田　啓子 半田市ソフトボール協会

35 金  　成智 半田市剣道連盟

36 水口　直樹 半田市バドミントン協会

37 澤田　隆文 半田市カローリング協会

38 榊原　松成 半田市グラウンド・ゴルフ協会

39 猪俣　　誠 半田市卓球協会

40 日置さと子 半田市バレーボール協会

41 大岩　修清 半田市空手道部

42 （新） 成瀬　英幸 半田市弓道協会

43 近藤　祥夫 半田市バドミントン協会

44 佐藤　章貴 愛知県軟式野球連盟半田支部

45 内田　尚良 半田サッカー協会

46 間瀬　恒幸 半田テニス協会

47 松田　吉弘 半田柔道会

48 矢野　健次 半田市水泳協会

49 角岡　伸弘 半田市スポーツ少年団

50 吉澤　伸博 半田市バスケットボール協会

51 榊原　清人 半田市陸上競技協会

52 井上　良子 半田市ゲートボール協会

53 山田　高嗣 半田市ハンドボール協会

54 （新） 　　新美　　忍　　 半田市ソフトバレーボール連盟

55 事務局長 （新） 門田　和博 スポーツ課長

56 書記 石川　勝也 スポーツ課主査

57 会計 山田　美里 スポーツ課主事

58 狩野　　淳 知多信用金庫

59 石川　敏子 半田市陸上競技協会

※常任理事・理事は就任年度順（同年の場合は競技名五十音順）

監事

役　職　名

参与

名誉会長

副会長

常任理事

財政部会

企画・広報部会

理事

中学校部活動改革に係る検討部会長



[第２号議案]

          令和６年度事業実施報告（案）

（１）会議関係

期日

・ 令和６年度半田市スポーツ協会役員について

・ 令和５年度事業実施報告及び収入支出決算について

・ 令和６年度事業計画(案)及び収入支出予算について

・ 令和６年度半田市スポ―ツ協会役員について

・ 令和６年度各種委員会委員等の選出について

・ 令和６年度半田市スポーツ協会常任理事会日程について

5月8日 ・ 令和６年度半田市スポーツ協会総会について

・ 半田市表彰受賞候補者の推薦について

・ 半田市スポーツ協会星野基金について

・ 星野基金の運用に関するアンケート結果について

・ 半田市民スポーツ大会・半田市スポーツ大会（半田祭）について

・ 半田市スポーツ協会星野基金の申請について

・ 令和６年度半田市スポーツ協会表彰式・候補者について

・ 半田市スポーツ協会星野基金の改正について

・ 半田市スポーツ協会星野基金の申請について

6月25日 ・ 新総合体育館建設事業基本構想草案について

3月11日 ・ 新総合体育館建設事業基本構想（案）について

・ 令和５年度収入支出決算報告について

・ 令和６年度収入支出予算について

・ 令和５年度事業実施報告について

・ 令和６年度事業計画について

書面開催 ・ スポ協だより43号（2024）の発刊について

・ スポ協だより43号（2024）の発刊について

・ 令和６年度半田市スポーツ協会表彰について

・

・ 大会の運営や要項等の整備状況について

企画・
広報部会

理
　
　
事
　
　
会

総合体育館建
設検討部会

会議名

常任理事会

4月10日

7月10日

財政部会

中学校部活
動改革に係
る検討部会

総　会 5月24日

主な内容

「令和７年度市民大会・半田祭の実施について（アンケート調査）」の結
果について7月16日

4月22日

12月17日

4月25日

1月8日

9月11日



（２）事業関係

ｶﾛｰﾘﾝｸﾞ、弓道、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ、剣道、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ、ｻｯｶｰ、柔道、

ｿﾌﾄﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、卓球、ﾃﾆｽ、軟式野球、

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ

剣道、ｻｯｶｰ、水泳、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、卓球、軟式野球、

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、陸上、体操・新体操

※小学生の部（ｻｯｶｰ、水泳、卓球、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、陸上、新体操　以上６種目）

ｶﾛｰﾘﾝｸﾞ、弓道、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ、剣道・居合道、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ、ｻｯｶｰ、

柔道、水泳、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、卓球、ﾃﾆｽ、

軟式野球、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、陸上・駅伝

剣道、ｻｯｶｰ、柔道、水泳、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、卓球、軟式野球

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、陸上・駅伝

体操・新体操　※小学生の部（ｻｯｶｰ、柔道、水泳、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、陸上、体操・新体操　以上７種目）

ｶﾛｰﾘﾝｸﾞ、弓道、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ、剣道、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ、ｻｯｶｰ、柔道、

ｿﾌﾄﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、卓球、軟式野球、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、陸上

○第17回愛知県市町村対抗駅伝競走大会

・「激励会」11月16日（土）

○スポ協だより第43号（2024）発行

○令和６年度半田市スポーツ協会表彰式

・〔特別体育功労賞〕４名　〔体育功労賞〕８名　

・〔スポーツ賞〕個人27名・1団体

○スポ協ニュースNo.74発行

・令和６年度半田市スポーツ協会表彰、令和６年度半田市スポーツ協会活動報告

4～3月

○令和６年度加盟団体事業助成金交付（大会等経費）「参加者：11,186名」

14団体

3月

11月3日
○はんだシティマラソン2024

・「参加者：923名、50チーム」、加盟団体から67名が競技役員として参加

12月

12月7日

2月8日

期日 事業内容

4～2月

○令和６年度半田市民スポーツ大会「参加者：522チーム・5,061名」

一般
16種目

8～3月

中学
12種目

○第78回半田市スポーツ大会（半田祭）「参加者：803チーム・10,053人」

一般
19種目

中学
14種目



令和６年度

半田市スポーツ協会収入支出決算書（案）

収入決算額 円

支出決算額 円

差引残額 円（次年度繰越金）

(収入の部)    （単位：円）   

款 項 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 比較（Ｂ－Ａ） 摘要

会費 1,502,000 1,548,000 46,000

正会員会費 1,200,000 1,200,000 0
加盟21団体×20,000円
290チーム×2,500円
個人220人×250円

賛助会員会費 302,000 348,000 46,000 27件

委託料 6,073,000 6,072,740 △ 260

半田市スポーツ大会（半田祭） 5,400,000 5,400,000 0 一般19種目、中学14種目

愛知駅伝大会 673,000 672,740 △ 260 第17回大会R6.12.7（土）開催

交付金 2,250,000 2,245,170 △ 4,830

半田市民スポーツ大会 2,250,000 2,245,170 △ 4,830 一般16種目、中学13種目

助成金 86,500 86,500 0

愛知県スポ協助成金 86,500 86,500 0 負担金額346,000円/4分の１

          半田市国際交流協会助成金 0 0 0

寄付金 義援金 0 0 0

繰入金 基本財産特別会計 0 0 0

雑収入 100 991 891

利息 100 991 891

雑収入 0 0 0

繰越金 繰越金 1,026,649 1,026,649 0 前年度繰越金

10,938,249 10,980,050 41,801合計

10,980,050

9,938,053

1,041,997



(支出の部)    （単位：円）   

款 項 目 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 比較（Ｂ－Ａ） 摘要

事務・庶務費 250,000 168,773 △ 81,227

需用費 250,000 168,773 △ 81,227

旅費 5,000 5,160 160
事務局会議、県スポーツ協会会
議、IG アリーナ完成引渡式

消耗品費 95,000 89,001 △ 5,999 用紙、事務用品

印刷製本費 70,000 0 △ 70,000 封筒代（角2、長3）

通信運搬費 80,000 74,612 △ 5,388 郵便料、振込手数料

会議費 14,000 10,880 △ 3,120

総会費 1,000 1,880 880

部会費 8,000 5,440 △ 2,560 企画・広報、財政、体育館建設、部活動改革に係る検討

その他会議費 5,000 3,560 △ 1,440 常任理事会

大会費 8,323,000 8,357,361 34,361

市スポーツ大会費（半田祭） 5,400,000 5,439,451 39,451

報償・表彰費 480,000 562,034 82,034 ﾒﾀﾞﾙ､ｶｯﾌﾟ､賞状

大会費（一般の部） 2,580,000 2,538,117 △ 41,883 19種目

大会費（中学の部） 2,300,000 2,325,000 25,000 14種目

大会需用費 40,000 14,300 △ 25,700 郵便料、振込手数料

市民スポーツ大会費 2,250,000 2,245,170 △ 4,830

報償・表彰費 90,000 87,890 △ 2,110 賞状

大会費（一般の部） 1,120,000 1,188,000 68,000 16種目

大会費（中学の部） 880,000 812,000 △ 68,000 13種目

大会需用費 160,000 157,280 △ 2,720 スポ協ニュース、保険料、消耗品、振込手数料

愛知駅伝大会 673,000 672,740 △ 260 第17回大会R6.12.7（土）開催

事業費 1,085,000 778,539 △ 306,461

表彰費 230,000 182,189 △ 47,811

表彰費 190,000 154,699 △ 35,301 ブロンズ楯、メダル等

需用費 40,000 27,490 △ 12,510 賞状等

啓発宣伝費 5,000 3,850 △ 1,150 名刺作成費

150,000 0 △ 150,000 中止

助成金 700,000 592,500 △ 107,500

団体事業助成 700,000 592,500 △ 107,500 加盟14団体

寄付金 義援金 0 0 0

負担金 負担金 356,000 356,000 0
愛知県スポーツ協会 346,000円
半田国際交流協会   　10,000円

慶弔費 慶弔費 0 16,500 16,500 常任理事1名（実母）供花

繰出金 基金繰出金 250,000 250,000 0
80周年記念事業　150,000円
スポーツ交流事業 100,000円

予備費 予備費 660,249 0 △ 660,249

10,938,249 9,938,053 △ 1,000,196合計

スポーツ交流事業費



令和６年度
基本財産特別会計決算書（案）

目的：半田市スポーツ協会創立80周年記念事業積立金

　　：半田市・徐州市スポーツ交流事業

収入決算額 円

支出決算額 円

差引残額 円（次年度繰越金）

（収入の部） （単位：円）

款 項 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 比較（Ｂ－Ａ） 摘要

繰入金 繰入金 250,000 250,000 0

（８０周年記念事業）
　　　　　150,000円
（スポーツ交流事業）
　　　　　100,000円

雑収入 利息 12 807 795 知多信用金庫

繰越金 前年度繰越金 1,747,640 1,747,640 0

（８０周年記念事業）
　　　　 1,242,020円
（スポーツ交流事業）
　　　　　505,620円

1,997,652 1,998,447 795

（支出の部） （単位：円）

款 項 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 比較（Ｂ－Ａ） 摘要

事業費
半田市・徐州市
スポーツ交流事業費 0 0 0

0 0 0

令和６年度
その他特別会計決算書（星野基金）（案）

目的：青少年の育成を目的とした体育活動事業

収入決算額 円

支出決算額 円

差引残額 円（次年度繰越金）

（収入の部） （単位：円）

款 項 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 比較（Ｂ－Ａ） 摘要

雑収入 利息 78 1,412 1,334 半田信用金庫

繰越金 前年度繰越金 9,247,694 9,247,694 0

9,247,772 9,249,106 1,334

（支出の部） （単位：円）

款 項 予算額（Ａ） 決算額（Ｂ） 比較（Ｂ－Ａ） 摘要

繰出金 繰出金 500,000 302,640 △ 197,360 卓球、バスケットボール

500,000 302,640 △ 197,360

合　　　　計

302,640

合　　　　計

8,946,466

合　　　　計

1,998,447

0

1,998,447

9,249,106

合　　　　計





[第３号議案]

（１）会議関係

　前年度決算・事業報告、次年度予算・事業計画案、各種事業内容など

　協会の重要事項を審議する。（年５回程度開催）

　必要に応じて開催し、必要事項を審議する。

　決算・予算案の作成、正会員・賛助会員の会費、各種事業運営費・

　助成金分配など必要事項を審議する。（年１回程度開催）

　事業報告・計画案の作成、各種主催事業の立案及び運営、広報活動、

　各種事業の記録、情報の調査・収集及び整理など必要事項を審議する。

（２）事業関係

ｶﾛｰﾘﾝｸﾞ、弓道、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ、剣道、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ、ｻｯｶｰ、柔道

ｿﾌﾄﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、卓球、ﾃﾆｽ、軟式野球

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ

剣道、ｻｯｶｰ、柔道、水泳、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、卓球、軟式野球、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、陸上、体操・新体操

※小学生の部（ｻｯｶｰ、水泳、卓球、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、陸上、体操・新体操　以上６種目）

ｶﾛｰﾘﾝｸﾞ、弓道、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ、剣道、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ、ｻｯｶｰ、柔道

水泳、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、卓球、ﾃﾆｽ、軟式野球

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、陸上・駅伝

剣道、ｻｯｶｰ、柔道、水泳、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、卓球、軟式野球

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、陸上

体操・新体操　※小学生の部（ｻｯｶｰ、柔道、水泳、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、陸上、以上６種目）

ｶﾛｰﾘﾝｸﾞ、弓道、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ、剣道、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ、ｻｯｶｰ、柔道

ｿﾌﾄﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、卓球、軟式野球、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

陸上

〇スポーツ交流事業　・未定

○はんだシティランニングフェスタ2025　会場：半田ぴよログスポーツパーク

○第18回愛知県市町村対抗駅伝競走大会　会場：愛・地球博記念公園内

・「激励会」11月（予定）

○スポ協だより第44号（2025）発行

○令和７年度半田市スポーツ協会表彰式　

○スポ協ニュース№75発行

12月

令和７年度事業計画（案）

8～3月

会議名

総　　　会

常任理事会

理　事　会

財政部会

中学校部活動
改革に係る
検討部会

　半田市が行う中学校部活動改革に伴う諸問題について、各競技団体・
　関係機関で情報共有や課題解決を図る（随時開催）

主な内容

　（年３回程度開催）

　半田市が建設予定としている新総合体育館の規模や内容について、
　必要に応じて開催し、スポーツ協会として意見を審議する。

3月

11月2日

2月7日

中学
13種目

一般
19種目

○令和７年度加盟団体事業助成金交付（大会等経費）

4～3月
14団体

12月6日

4～2月

事業内容

一般
16種目

○令和７年度半田市民スポーツ大会

未定

期日

総合体育館建
設検討部会

○第79回半田市スポーツ大会（半田祭）

中学
14種目

　役員、前年度決算・事業報告、本年度予算・事業計画などの事項を審議する。

　日時：５月23日（金）午後６時30分から　会場：魚太郎半田店

企画・
広報部会



（１）会議関係

　前年度決算・事業報告、次年度予算・事業計画案、各種事業内容など

　協会の重要事項を審議する。（年５回程度開催）

　必要に応じて開催し、必要事項を審議する。

　決算・予算案の作成、正会員・賛助会員の会費、各種事業運営費・

　助成金分配など必要事項を審議する。（年１回程度開催）

　事業報告・計画案の作成、各種主催事業の立案及び運営、広報活動、

　各種事業の記録、情報の調査・収集及び整理など必要事項を審議する。

（２）事業関係

ｶﾛｰﾘﾝｸﾞ、弓道、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ、剣道、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ、ｻｯｶｰ、柔道

ｿﾌﾄﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、卓球、ﾃﾆｽ、軟式野球

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ

剣道、ｻｯｶｰ、柔道、水泳、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、卓球、軟式野球、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、陸上、体操・新体操

※小学生の部（ｻｯｶｰ、水泳、卓球、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、陸上、体操・新体操　以上６種目）

ｶﾛｰﾘﾝｸﾞ、弓道、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ、剣道、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ、ｻｯｶｰ、柔道

水泳、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、卓球、ﾃﾆｽ、軟式野球

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、陸上・駅伝

剣道、ｻｯｶｰ、柔道、水泳、ｿﾌﾄﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、卓球、軟式野球

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ、陸上

体操・新体操　※小学生の部（ｻｯｶｰ、柔道、水泳、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ、陸上、以上６種目）

ｶﾛｰﾘﾝｸﾞ、弓道、ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ、剣道、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ、ｻｯｶｰ、柔道

ｿﾌﾄﾃﾆｽ、ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ、卓球、軟式野球、ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ、ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ

陸上

〇スポーツ交流事業　・未定

○はんだシティランニングフェスタ2025　会場：半田ぴよログスポーツパーク

○第18回愛知県市町村対抗駅伝競走大会　会場：愛・地球博記念公園内

・「激励会」11月（予定）

○スポ協だより第44号（2025）発行

○令和７年度半田市スポーツ協会表彰式　

○スポ協ニュース№75発行

総合体育館建
設検討部会

○第79回半田市スポーツ大会（半田祭）

中学
14種目

　役員、前年度決算・事業報告、本年度予算・事業計画などの事項を審議する。

　日時：５月23日（金）午後６時30分から　会場：魚太郎半田店

企画・
広報部会

14団体

12月6日

4～2月

事業内容

一般
16種目

○令和７年度半田市民スポーツ大会

未定

期日

主な内容

　（年３回程度開催）

　半田市が建設予定としている新総合体育館の規模や内容について、
　必要に応じて開催し、スポーツ協会として意見を審議する。

3月

11月2日

2月7日

中学
13種目

一般
19種目

○令和７年度加盟団体事業助成金交付（大会等経費）

4～3月

12月

令和７年度事業計画（案）

8～3月

会議名

総　　　会

常任理事会

理　事　会

財政部会

中学校部活動
改革に係る
検討部会

　半田市が行う中学校部活動改革に伴う諸問題について、各競技団体・
　関係機関で情報共有や課題解決を図る（随時開催）



令和７年度

半田市スポーツ協会収入支出予算（案）

収入予算額 11,037,337 円

支出予算額 11,037,337 円

(収入の部)    （単位：円）   

款 項 本年度（Ａ） 前年度（Ｂ） 比較（Ａ－Ｂ） 摘要

会費 1,541,750 1,502,000 39,750

正会員会費 1,188,750 1,200,000 △ 11,250
加盟21団体×20,000円
290チーム×2,500円
個人220人×250円

賛助会員会費 353,000 302,000 51,000 29件

委託料 6,116,690 6,073,000 43,690

市スポーツ大会費（半田祭） 5,400,000 5,400,000 0 大会費、事務費

愛知駅伝大会 716,690 673,000 43,690 第18回大会 R7.12.6（土）開催

交付金 2,250,000 2,250,000 0

半田市民スポーツ大会 2,250,000 2,250,000 0 大会費、事務費

助成金 86,000 86,500 △ 500

          愛知県スポーツ協会助成金 86,000 86,500 △ 500 負担金額344,000円/4分の１

繰入金 基本財産特別会計 0 0 0

雑収入 900 100 800

利息 900 100 800

雑収入 0 0 0

繰越金 繰越金 1,041,997 1,026,649 15,348 前年度繰越金

11,037,337 10,938,249 99,088合　　　　計



(支出の部)    （単位：円）   

款 項 目 本年度（Ａ） 前年度（Ｂ） 比較（Ａ－Ｂ） 摘要

事務・庶務費 636,000 250,000 386,000

需用費 636,000 250,000 386,000

旅費 6,000 5,000 1,000 会議

消耗品費 505,000 95,000 410,000 文具、用紙、貸与用ベンチコート

印刷製本費 45,000 70,000 △ 25,000 封筒

通信運搬費 80,000 80,000 0 郵便料（会議資料等）、振込手数料

会議費 14,000 14,000 0

総会費 2,000 1,000 1,000

部会費 8,000 8,000 0
企画・広報、財政、総合体育館建設検
討、中学校部活動改革に係る検討

その他会議費 4,000 5,000 △ 1,000 常任理事会

大会費 8,366,690 8,323,000 43,690

市スポーツ大会費（半田祭） 5,400,000 5,400,000 0

報償・表彰費 480,000 480,000 0 メダル、カップ、賞状

大会費（一般の部） 2,580,000 2,580,000 0 19種目

大会費（中学の部） 2,300,000 2,300,000 0 14種目（小学生の部含む）

大会需用費 40,000 40,000 0 郵便料、保険料、封筒、振込手数料

市民スポーツ大会 2,250,000 2,250,000 0

報償・表彰費 90,000 90,000 0 賞状

大会費（一般の部） 1,120,000 1,120,000 0 16種目

大会費（中学の部） 880,000 880,000 0 13種目（小学生の部含む）

大会需用費 160,000 160,000 0 スポ協ニュース、保険料、振込手数料

愛知駅伝大会 716,690 673,000 43,690 第18回大会 R7.12.6（土）開催

事業費 1,085,000 1,085,000 0

表彰費 230,000 230,000 0

表彰費 190,000 190,000 0 記念品、メダル

需用費 40,000 40,000 0 賞状等

啓発宣伝費 5,000 5,000 0

スポーツ交流事業費 150,000 150,000 0 徐州市交流（未定）

助成金 700,000 700,000 0

団体事業助成 700,000 700,000 0 加盟14団体

負担金 負担金 354,000 356,000 △ 2,000
愛知県スポーツ協会　 344,000円
半田国際交流協会     　10,000円

繰出金 基金繰出金 150,000 250,000 △ 100,000
80周年記念事業　  150,000円
スポーツ交流事業            0円

予備費 予備費 431,647 660,249 △ 228,602

11,037,337 10,938,249 99,088合　　　　計



令和７年度
基本財産特別会計予算書（案）

目的：半田市スポーツ協会創立80周年記念事業積立金

　　　半田市・徐州市スポーツ交流事業

収入予算額 円

支出予算額 円

（収入の部） （単位：円）

款 項 本年度（Ａ） 前年度（Ｂ） 比較（Ａ－Ｂ） 摘要

繰入金 繰入金 150,000 250,000 △ 100,000

（８０周年記念事業）
　　　　　　　150,000円
（スポーツ交流事業）
　　　　　　　　　　0円

雑収入 利息 807 807 0 知多信用金庫

繰越金 前年度繰越金 1,998,447 1,747,640 250,807

（８０周年記念事業）
　　　　   　1,492,827円
（スポーツ交流事業）
　　　　     　505,620円

2,149,254 1,998,447 150,807

（支出の部） （単位：円）

款 項 本年度（Ａ） 前年度（Ｂ） 比較（Ａ－Ｂ） 摘要

繰出金 繰出金 0 0 0 スポーツ交流事業

繰越金 次年度繰越金 2,149,254 1,998,447 150,807

（８０周年記念事業）
　　　　　　 1,643,634円
（スポーツ交流事業）
　　　　　　　505,620円

2,149,254 1,998,447 150,807

令和７年度
その他特別会計予算書（星野基金）（案）

目的：青少年の育成を目的とした体育活動事業

収入予算額 円

支出予算額 円

（収入の部） （単位：円）

款 項 本年度（Ａ） 前年度（Ｂ） 比較（Ａ－Ｂ） 摘要

雑収入 利息 1,100 78 1,022 半田信用金庫

繰越金 前年度繰越金 8,946,466 9,247,694 △ 301,228

8,947,566 9,247,772 △ 300,206

（支出の部） （単位：円）

款 項 本年度（Ａ） 前年度（Ｂ） 比較（Ａ－Ｂ） 摘要

繰出金 繰出金 1,500,000 500,000 1,000,000

繰越金 次年度繰越金 7,447,566 8,747,772 △ 1,300,206

8,947,566 9,247,772 △ 300,206合　　　　計

8,947,566

合　　　　計

合　　　　計

合　　　　計

2,149,254

2,149,254

8,947,566









 

 

 

 



 

半田市スポーツ協会会則 

 

第１章 総 則 

 

第１条 本会は、半田市スポーツ協会（以下「協会」という。）と称する。 

第２条 協会は、事務局を半田市教育委員会事務局内に置く。 

第３条 協会は、財団法人愛知県スポーツ協会に加盟する。 

第４条 協会は、市内の体育諸団体を総括し、市民の体位向上及び生活の明朗化を図るた

め体育の振興とスポーツの普及に努めることを目的とする。 

第５条 協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

（１） 加盟体育諸団体の強化発展と連絡融合 

（２） スポーツ大会、講習会等体育に関する各種行事の実施 

（３） 体育に関する施設の充実、改善 

（４） その他協会の目的達成に必要な事業 

第６条  協会は、市内の体育諸団体及び協会の目的に賛同する者をもって組織する。 

 

第２章 役 員 

 

第７条 協会に次の役員を置く。 

会長１人、副会長２人、理事長１人、副理事長１人、常任理事若干名、 

理事若干名、監事２人、事務局長１人、書記１人、会計１人 

  ２．会長は、名誉会長、顧問、参与を置くことができる。 

第８条  会長は、常任理事会において協会の会員あるいは市内在住の有識者より選任し、

総会において承認を得る。会長は、協会を代表して会務を総理する。 

第９条  副会長は、常任理事経験者の中から常任理事会の推薦により会長が委嘱する。副

会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 

  ２．前項の規定にかかわらず、会長は、半田市教育委員会事務局教育部長の職にある

者を副会長に委嘱することができる。 

第１０条  理事長は、常任理事経験者の中から常任理事会の推薦により会長が委嘱する。

理事長は、会長の命を受けて会務を執行する。 

第１１条  副理事長は、常任理事経験者の中から常任理事会の推薦により会長が委嘱する。

副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職務を代行する。 

第１２条  常任理事は、加盟団体よりそれぞれ各１名の推薦を受け、会長が委嘱する。常

任理事は、重要事項を審議し、会務を掌理する。 

   ２．前項の規定にかかわらず、会長は、半田市小中学校校長会からの推薦を受け、

常任理事に委嘱することができる。 

   ３．会長、副会長、理事長、副理事長が選任されている加盟団体は、第１項の規定

に加えて、各１名を推薦するものとする。 

第１３条  理事は、加盟団体よりそれぞれ各１名の推薦を受け、会長が委嘱する。ただし、

常任理事を推薦しない加盟団体は、各２名を推薦するものとする。理事は、必要

事項を審議し、会務を処理する。 

第１４条  監事は、常任理事会において会員あるいは市内在住・在勤の有識者より選任し、

会長が委嘱する。監事は、財務を監査する。 

第１５条  事務局長は、スポーツ課長の職にある者を会長が委嘱する。事務局長は、会長

の命を受けて事務を掌理する。 

第１６条  書記、会計は、会長が委嘱する。書記、会計は、会長の命を受けて庶務会計に

当る。 

第１７条  名誉会長は、常任理事会の推薦により会長が委嘱する。名誉会長は、会長の諮

問に応ずる。 

第１８条  顧問は、本市の体育功労者で、常任理事会の推薦により会長が委嘱する。顧問

は、会長の諮問に応ずる。 



 

第１９条  参与は、学識経験者及び体育に理解のある者を常任理事会の推薦により会長が

委嘱する。参与は、会議に出席し、指導と助言を与えることができる。 

第２０条  役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

   ２．役員に欠員を生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

第３章 会 議 

 

第２１条  総会は、第７条の役員をもって構成し、毎年１回開催する。ただし、会長は開

催の必要があると認めた場合には、臨時会を招集することができる。 

   ２．総会は次の事項を審議する。 

（１） 会則の改廃に関すること 

（２） 事業計画及び報告に関すること 

（３） 予算及び決算に関すること 

（４） その他特に重要な事項 

第２２条  常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、事務局長で構成

し、協会の重要事項を審議する。 

第２３条  理事会は理事をもって構成し、協会の必要事項を審議する。 

   ２．理事会に次の部会を置く。ただし、必要があると認めた時は、他の部会を置く

ことができる。 

（１）財政部会 

（２）企画・広報部会 

（３）総合体育館建設検討部会 

３．前項の部会長は、常任理事の中から常任理事会において推薦し、会長が委嘱す

る。 

第２４条  総ての会議は会長が招集し、２分の１以上の出席をもって成立し、議事は出席

者の過半数をもって決する。 

   ２．前項の出席者とは、Web 会議システムでの参加を含め、予め文書、ファクシミ

リ、または電磁的方法をもって当該議事について意思を表示した者とする。 

 

第４章 経 理 

 

第２５条  協会の運営に関する経費は次のものをもって充てる。 

（１） 加入金 

（２） 会費 

（３） 加盟団体の分担金 

（４） 補助金、交付金 

（５） 寄附金 

（６） その他の収入 

第２６条  前条の加入金、会費及び加盟団体の分担金は、別にこれを定める。 

第２７条  協会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。 

 

第５章 補 則 

 

第２８条  この会則の改正は、総会において出席者の３分の２以上の同意を要する。 

第２９条  この会則の施行について必要な事項に関する細則は、別にこれを定める。 

 

附 則 

附 則 

本会則は、昭和３６年７月１７日から施行する。 

附 則 

本会則は、昭和３６年７月１７日から施行する。 



 

附 則 

 本会則は、昭和５６年６月１２日から施行する。 

附 則 

 本会則は、昭和５７年６月２日から施行し、昭和５７年４月１日から適用する。 

附 則 

 本会則は、平成３年６月７日から施行する。 

附 則 

 本会則は、平成９年５月３０日から施行する。 

附 則 

本会則は、平成２２年５月２８日に改正し、平成２２年７月１日から施行する。 

附 則 

本会則は、平成２７年５月２２日に改正し、平成２７年４月１日から適用する。 

附 則 

本会則は、令和元年６月２４日に改正し、令和元年５月２４日から適用する。 

附 則 

本会則は、令和３年７月１６日に改正し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

本会則は、令和４年５月２７日に改正し、令和４年４月１日から適用する。 

 



半田市スポーツ協会加盟団体事業助成金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、半田市スポーツ協会加盟団体（以下「加盟団体」という。）が自主的

かつ計画的に開催する事業の運営に要する経費の一部を助成し、半田市民の体育の振興

とスポーツの普及に寄与することを目的とする。 

（助成対象事業） 

第２条 助成金交付の対象事業は、加盟団体が主催する事業であって、次に掲げる要件を

すべて満たすもの（以下「助成事業」という。）とする。 

（１）各種競技大会、講習会又はスポーツ教室の開催事業であること。この場合におい

て、スポーツ教室にあっては、一教室あたり２０時間以上、参加者３０人以上の規

模であること。 

（２）半田市スポーツ協会が後援する事業であること（助成事業の実施要項にその旨記

載されていること。）。 

（助成対象経費及び助成額） 

第３条 助成の対象となる経費（以下「助成対象経費」という。）は、次に掲げるものとす

る。ただし、準備打合せに係るものを除く。 

役員、審判員及び補助員謝金、会場使用料、消耗品費、用具費、通信費、賞品代 

２ 助成額は、次のとおりとする。 

助成対象経費 助成額 

２０，０００円以上５０，０００円未満の事業 ５，０００円 

５０，０００円以上８０，０００円未満の事業 ７，５００円 

８０，０００円以上の事業 １０，０００円 

（備考）小中学生を対象とする事業にあっては、上記助成額に、一事業につき 

２，５００円を加えた額を助成額とする。 

（申請手続等） 

第４条 助成金の交付を受けようとする加盟団体は、半田市スポーツ協会加盟団体事業助

成金交付申請書（様式１）により毎年度半田市スポーツ協会長の指定する日までに申請

しなければならない。 



２ 半田市スポーツ協会長は、前項に規定する申請書を受理したときは、速やかに交付の

可否を決定し、半田市スポーツ協会加盟団体事業助成金交付決定通知書（様式２）によ

り当該加盟団体に通知するものとする。 

３ 加盟団体は、前項に規定する交付決定を受けたときは、助成事業の実施２週間前まで

に、当該事業の実施要項を半田市スポーツ協会長へ提出しなければならない。 

４ 加盟団体は、当該事業が完了したときは、その日から１か月以内に半田市スポーツ協

会加盟団体事業助成金完了実施報告書（様式３）を半田市スポーツ協会長へ提出しなけ

ればならない。 

ただし、３月に行われる事業については、翌月１０日までに提出しなければならない。 

（助成金の交付） 

第５条 半田市スポーツ協会長は、前条に規定する完了実施報告書を受理したときは、速

やかに審査し、助成金を交付するものとする。 

（助成金交付の取消し） 

第６条 半田市スポーツ協会長は、助成事業が次の各号のいずれかに該当する場合は、助

成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させる

ことができる。 

（１）この要綱の手続きに違反したとき。 

（２）助成金を助成事業以外の用途に使用したとき。 

（３）助成事業を中止したとき。 

（４）提出書類に虚偽の事項を記載し、又は助成金の交付に関し不正の行為があった 

とき。 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、半田市スポーツ協会長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は、平成２年５月２２日から施行し、平成２年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、令和元年６月２４日に改正し、令和元年５月２４日から適用する。 



半田市スポーツ協会星野基金運用規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、故星野八重子様の寄付金を原資とする基金（以下「星野基金」という。）

の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（基金の活用） 

第２条 半田市スポーツ協会（以下「協会」という。）は、星野基金を活用し、寄付者のご遺

志に従い、協会加盟団体が実施する青少年の育成を目的とした体育活動事業の助成又はス

ポーツ分野で活躍した青少年の褒賞を行う。 

２ 本規程において青少年とは、小学生から 18 歳に到達する年度までの者で、半田市内に在

住、在学又は在勤している者をいう。 

 （助成及び褒賞の対象） 

第３条 助成及び褒賞の対象となるものは、次の各号に該当しなければならない。 

（１）体育活動事業を行う場合は、全参加者のうち１割以上が青少年であること。 

（２）対象事業ごとに同一年度内において１団体につき１回目の助成であること。 

（３）チャレンジ事業の場合は、過去に開催実績のない新規事業であること。ただし、既

存事業であっても、新たな取組が企画され、既存の開催内容を向上させたものや異な

る内容の事業は対象とする。 

（４）協会が行う他の助成金と重複していないこと。ただし、半田市・徐州市スポーツ交

流事業はその限りでない。 

（５）団体で褒賞を受ける場合は、青少年が半数以上登録された団体であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、協会会長（以下「会長」という。）が必要と認める場合は、第

５条の規定による承認を経て助成及び褒賞の対象とすることができる。 

 （助成及び褒賞金額） 

第４条 助成及び褒賞の額は、別表１に定める。 

（助成及び褒賞の決定） 

第５条 助成及び褒賞は、常任理事会において審議し、出席者の３分の２以上の賛成により、

会長が決定する。 

（助成及び褒賞の申請） 

第６条 助成及び褒賞の申請は、協会加盟団体の代表が様式第１により行う。 

２ 前項の申請は、別表２に定める申請期限までに行わなければならない。ただし、褒賞に

ついては、全国大会優勝後速やかに申請しなければならない。 

（事業完了の報告） 

第７条 申請者は、褒賞による交付を受ける場合を除き、事業実施後３０日以内に様式第２

により、会長へ完了報告書を提出しなければならない。 

（助成及び褒賞の通知） 

第８条 交付決定の通知は、申請者に対し様式第３により通知する。 

 （助成及び褒賞の交付） 

第９条 体育活動事業による助成金は、対象事業の完了後に提出される完了報告書の内容が

適正であることを確認したのちに交付する。ただし、会長が必要と認めるときは、その全

部又は一部を助成の対象となる事業の実施前に概算払いにより交付することができる。 

２ 体育活動事業による助成金は、対象事業費に別表１の助成率を乗じて得られる金額の千



 

円未満を切り捨てた額または限度額のどちらか低い額とする。 

３ 褒賞金は、交付の決定日から起算して 30 日以内に交付する。 

（助成金の返還） 

第１０条 前条第１項の規定に基づき、概算払いにより交付を受けた場合、対象事業費が変

更となり交付した助成金に残金が発生した場合は、残金を返還しなければならない。 

（規程の改廃） 

第１１条 この規程の改廃は、協会総会の決議を要するものとする。 

 （その他） 

第１２条 この規程に定めることのほか、必要な事項は会長が定めるものとする。 

附 則  

（施行期日） 

１ この規程は、令和元年５月２４日から施行する。 

 （特例措置） 

２ 令和元年度事業のうち、対象事業等の開始日が４月、５月、６月、７月のものについて

は、申請期限を６月末とする。 

３ 令和７年度事業のうち、対象事業等の開始日が４月、５月、６月、７月のものについて

は、申請期限を６月末とする。 

附 則 

 この規程は、令和４年５月２７日に改正し、令和４年４月１日から適用する。 

附 則 

この規定は、令和７年５月２３日に改正し、令和７年４月１日から適用する。 
 

別表１ 

 対 象 事 業 等 基 準 青少年参加率 助成率 限度額 

体

育

活

動

事

業 

チャレンジ事業 無 100 分の 10 
100 分の 100 を

上限とする 
無 

大会の開催 

50 人以上 

または 

10 チーム以上 

100 分の 10 100 分の 60 10 万円 

教室・講習会の開催 20 人以上 100 分の 10 100 分の 100 10 万円 

講演会の開催 20 人以上 100 分の 10 100 分の 100 10 万円 

半田市・徐州市スポー

ツ交流事業 
無 100 分の 10 100 分の 20 20 万円 

 

褒

賞 

半田市スポーツ協会

に加盟する団体に属

する個人又は団体 

法人格を有する

団体が主催する

全国大会で優勝 

100 分の 50  

個人 

5 万円 

団体 

10 万円 

※褒賞の参加率とは、チーム内における青少年の参加率 

別表２ 

対象事業開始日 申請期限 常任理会開催月 

５月  ６月  ７月 ３月末 ４月 

８月  ９月 １０月 ６月末 ７月 

１１月 １２月  １月 ８月末 ９月 

２月  ３月  ４月 １２月末      １月 

 



半田市スポーツ協会表彰規程 

 

１．趣旨 

半田市のスポーツ発展に寄与し、半田市スポーツ協会（以下「協会」という）

の運営ならびに事業遂行に貢献したものを表彰するため、ここに半田市スポーツ

協会表彰規程を制定する。 

２．表彰の種類 

（１）特別体育功労賞 

（２）体育功労賞 

（３）特別優秀選手（監督）賞 

（４）スポーツ賞 

３．表彰の基準 

次の各号のいずれかに該当するものを表彰する。 

（１）特別体育功労賞 

（ア）協会の会長（退任後） 

（イ）協会の役員として、その期間が２０年以上で協会の発展に寄与し、特

に功績が顕著なもの。 

（ウ）加盟団体の会長、副会長、理事長、副理事長、理事、その他これに相

当する役員（以下「加盟団体の役員」という）として、スポーツ振興

に尽した期間が２０年以上であるもの。 

（エ）加盟団体で、スポーツ振興に特に功績があり、その期間が２５年以上

であるもの。 

（２）体育功労賞 

次の各号のいずれかに該当するものを表彰する。ただし、再度の表彰はし

ない。 

（ア）協会の役員として、その期間が１０年以上であり協会の発展に寄与し、

功績顕著なもの。 

（イ）加盟団体の役員として、その期間が１０年以上であり加盟団体の発展

に寄与し、功績顕著なもの。 

（ウ）加盟団体で、スポーツ振興に１５年以上功績があるもの。 

（エ）加盟団体で、その他特に功績があり必要と認めたもの。 

（３）特別優秀選手（監督）賞 

協会会員、市民、市内事業所等に勤務するもの及び市内高等学校に在学す

るもので、加盟団体の競技において次の号に該当するものを表彰する。 

（ア）国民スポーツ大会、日本選手権大会（県、ブロック等予選を経たもの）

において入賞（３位以内）したもの及びその監督。 

（４）スポーツ賞 

 協会会員、市民、市内事業所等に勤務するもの及び市内高等学校に在学す

るもので、加盟団体の競技において次の各号のいずれかに該当するものを表

彰する。 

（ア）県大会以上の大会で優勝したもの。（団体競技では、競技別 6 チーム、

個人競技では、種目別 12 人以上が参加する大会を原則とする。ただ

し、中学生以下は、この限りでない。） 

（イ）全国障がい者スポーツ大会（県、ブロック等予選を経たもの）におい

て入賞（３位以内）したもの。 

（ウ）各種大会で県記録を更新したもの。 



（エ）その他特別優秀選手（監督）賞に該当しない全国大会で入賞（３位以

内）したもの。 

４．表彰者の推薦 

別に定める様式により協会加盟団体長からの具申を受ける。 

５．表彰の決定 

常任理事会において決定する。 

６．表彰の期日 

会長が決定する。 

７．表彰の方法 

賞状を授与し、記念品を贈呈する。 

８．半田市表彰への具申 

  特別体育功労賞を受賞した者は、半田市一般表彰に具申することができる。 

 

附 則 

１．表彰を受けたものへの期待 

表彰を受けたものは、その栄誉と誇りを堅持し、技術の向上、後進者の指導等、

半田市のスポーツ振興のため精進されるよう期待する。 

２．本規程は、昭和３９年２月１０日から施行する。 

附 則 

  本規程は、昭和５８年５月１９日から施行する。 

附 則 

  本規程は、平成２年９月１３日から施行する。 

附 則 

  本規程は、平成１４年１０月２５日から施行する。 

附 則 

  本規程は、平成１８年１０月２７日から施行する。 

附 則 

  本規程は、平成２１年５月２９日から施行する。 

附 則 

  本規程は、平成２７年５月２２日から施行する。 

附 則 

  本規程は、令和元年６月２４日に改正し、令和元年５月２４日から適用する。 



 

 

 

 







 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

みんなの力で新しい 
総合体育館の建設を！ 


